
◆玉名市都市計画マスタープラン 現況・課題まとめ 

項 目 現状及び問題点 住⺠意向等 ※市⺠アンケート結果より 上位・関連計画の位置付け等 ■課題/（▶方向性） 

1．人口 

（全体） 
〇⼈⼝は年々減少傾向、世帯数は増加傾向 
 →社会増減、自然増減ともに減少傾向 

→平成 7 年以降⼀定して、流出超過（流出先としては熊本市の
割合が大きい） 

〇少⼦化・⾼齢化の進⾏が著しい（全ての地区で⾼齢化率が 3 割
を超えている） 

〇低密度な市街化が進⾏ 
 
（地区別） 
〇玉名地区に全体の 6 割以上の⼈⼝が集中 
〇全ての地域で⼈⼝減少、北部地域で最も減少が進んでいる 
〇用途地域を多く含む中部地域では⼈⼝減少が最も少ない 
 
（将来予測） 
〇人口減少が今後も続くと推計される 
〇令和 27 年には⽼年人口が 40％以上に 
 

� 将来の市に重要だと思う施策 
＜防災、福祉のまちづくり、市⺠サービス、
安全・安心の確保＞ 
「市⺠の⽣命、財産を守り、災害に強い都市

の形成」（第 1 位） 
「誰もが安心していきいきと暮らせる福祉

のまちづくり」（第２位） 
「地域、住⺠の⼒を活かした地域ぐるみの安

全・安心の確保」（第３位） 
「市⺠サービスの維持・向上」（第４位） 
 

■ 2030 年に⼈⼝規模 60,000 ⼈の維持
【⼈⼝ビジョン】 

■ 2026 年に、62,800 ⼈を目標 
【第２次総合計画】 

■ 【基本目標２】玉名市へ新たな⼈の流
れをつくる【まち・ひと・しごと】 

■ 移住・定住の推進【第２次総合計画】 
■ 都市機能利便性の⾼いエリアへの⼈

⼝集積による機能維持・向上が必要 
【⽴地適正化計画】 

 

■ 中心市街地の人口密度低下によるまちなか
の賑わい衰退が懸念され、その対応が必要 

■ 今後も人口減少が続くことに伴い、適切な
規制・誘導が必要（⼟地利用-住） 

■ 各地域のコミュニティを支える拠点形成が
必要 
� 都市機能利便性の⾼いエリアへの人口集積

による機能維持・向上 
� 市⺠サービスの維持・向上、安全・安心の確

保 
� 市⺠活動団体等の支援（⼩さな拠点、市⺠の

対話の場づくり） 

２．産業 

〇第１次産業の割合が大幅に減少。第３次産業の割合が過半数以
上を占める 

（農業） 
〇農家数（⼾）、就業⼈⼝は年々減少 
〇１⼾当たりの平均経営⾯積は拡大傾向 
（水産業） 
〇経営体数は、年々減少傾向 
（工業） 
〇事業所は年々減少傾向 
〇製造品出荷額は、平成 27 年に急激に増加し、それ以降も増加

傾向 
（商業） 
〇事業所数、年間商品販売額ともに減少傾向から平成 28 年に増

加傾向へ 
（観光業） 
〇観光レクリエーション施設の利用者数は、令和元年までは増加

傾向だったが、令和２年に大幅に減少 
 

� 将来の市に重要だと思う施策 
＜工業地＞ 
「地場企業の活動⽀援や助成制度（税⾦の減

免措置等）の充実」（第１位、34.7％） 
「工業団地等の整備による新たな工業用地 

の確保」（第 2 位、33.7％） 
 
＜商業地＞ 
「郊外部やバイパスなど幹線道路沿いへの 

商業施設の誘導」（第 1 位、47.1％） 
「各地域の日常⽣活に密着した商店街の維 

持・再⽣」（第 2 位、46.2%） 
 

＜観光地＞ 
「既存観光施設の有効活用や活性化」 
（第 1 位、38.0％） 

■ 商店街・商業者の⽀援、商業活性化の
推進、新規企業の誘致、地場企業・起
業家の⽀援、就業対策の推進【第２次
総合計画】 

■ 【基本目標１】玉名市の地域資源を活
⽤した産業を育成し、魅⼒ある雇⽤を
創出する 
①農水産業の振興による雇用の創出
②6 次産業化の推進による雇用の創出
③企業誘致による雇用の創出 
④商工の振興による雇用の創出 
【まち・ひと・しごと】 

■ 玉名市企業⽴地推進計画【進⾏中】 

■ 地域資源を活⽤した産業の育成が必要 
� 農水産業の振興による雇用の創出 
� 6 次産業化の推進 

 
■ 工業団地等の整備による新たな企業⽴地の

推進が必要（⼟地利用-工） 
� 将来の⼟地利⽤方針と連携した産業地整備 

 
■ 観光施設の利⽤者数の増加が必要 

� 既存観光施設の有効活⽤や活性化 

３．⼟地利⽤ 

〇自然的⼟地利用が市全体の 75.7％ 
〇都市計画区域が約７割に指定 
〇用途地域の指定状況は、住居系 75.0％、商業系 12.2％、工業

系 12.8％ 
〇⾏政区域の 9 割以上が農業振興地域 
（開発動向） 
〇新築動向︓住宅系の新築件数が 8 割近くを占める 
 →新築件数は平成 30 年まで増加していたが、令和元年から減 

少傾向 
〇農地転用動向︓用途別では住宅が最も多い 
 →都市計画区域外では、令和 2 年の農地転用⾯積は平成 28 年 
  の約 2 倍に 
〇宅地開発などの状況︓13 件の宅地開発。玉名駅周辺に⼟地区

画整理事業が集中。 
〇大規模⼩売店舗の⽴地状況︓1,000 ㎡を超える大規模⼩売店舗

が 12 件⽴地 
（空き家等の状況） 
〇市全域の空き家数は 1,657 棟 
〇地域別では玉名地区が約 7 割近くあり、最も多い 
 
 

� 将来の市に重要だと思う施策 
＜農地、⼭林＞ 
「まちの大切な自然として積極的に保全 

し、現状の農地や⼭林は維持すべき」 
（第１位、43.1％） 
 
＜住宅地＞ 
「⾝近な⽣活基盤（道路、公園、下水道等）

の整備・改善」（第 1 位、58.3%） 
「⾼齢者が安心して暮らせる住宅地の形成

に向けた取り組み」（第 2 位、47.7％） 
「お店や、働く場が近くにある便利な住宅地

の形成に向けた取り組み」 
（第３位、43.5％） 

 

■ 地域文化や豊かな自然環境と調和し
た⼟地利用への転換【区域マス】 

■ 新玉名駅周辺の有効な⼟地利用によ
る拠点性向上が必要【⽴地適正化計
画】 

■ 新玉名駅周辺の整備（近隣地域の都市
施設の整備状況等も踏まえた⼟地利
用の在り方の検討）【第２次総合計画】 

■ 玉名駅周辺の空き家活用による⼈⼝
誘導が必要【⽴地適正化計画】 

■ 豊かな自然環境の維持が必要 
■ 身近な生活基盤の整備・改善、安心して暮ら

し続けられる住宅地の形成に向けた⼟地利
⽤が必要 

■ 地域のコミュニティを支える拠点形成が必
要（再掲） 
� 新玉名駅周辺の有効な⼟地利用による拠点

性向上 
� ⽼朽住宅の更新や空き家の有効活⽤ 

 

（都市マス）資料２ 



項 目 現状及び問題点 住⺠意向等 ※市⺠アンケート結果より 上位・関連計画の位置付け等 ■課題/（▶方向性） 

４．都市施設 

（都市計画道路） 
〇都市計画道路の整備率は 70.7％ 
（都市公園） 
〇都市計画決定された公園の整備率は 99.3％ 
（上・下水道） 
〇上水道︓給水区域は、平野部においてはほぼ全域をカバー 
〇下水道︓公共下水道は玉名処理区、岱明処理区が整備されてい 
 る 
 

� 将来の市に大切な取り組み 
＜道路・交通の整備＞ 
「市街地・集落内における狭い道路の改善」
（第１位、48.3％） 

「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内
主要道路の整備」 

（第 2 位、36.8％） 
 

＜公園・緑地の整備＞ 
「海岸や河川、森の中の豊かな自然、史跡な 

どの地域特性を活かした公園の整備」 
（第１位、47.1％） 
 
＜水環境に関わる施設の整備＞ 
「公共下水道、集落排水、浄化槽などの整備 
 による河川・海洋などの水質保全・浄化」 
（第１位、57.0％） 
「安全でおいしい水を安定供給できる上水 

道施設の整備」 
（第２位、44.7％） 

■ ⽣活道路網の整備【第 2 次総合計画】 
■ 公園・緑地の整備（『玉名市都市公園施

設⻑寿命化計画』に基づいた適切な再
整備や管理）【第２次総合計画】 

■ 水道の整備（給水区域の拡張、⽼朽化
した施設や排水管の更新等）、下水道
等の整備（『玉名市公共下水道ストッ
クマネジメント計画』に基づき、設備
等の更新を計画的に実施等）【第２次
総合計画】 
 

■ 地域特性に応じた都市施設の適切な整備・
維持管理が必要 
� ⽣活道路網の整備 
� ⻑寿命化をベースとした公園・緑地の整備 
� 水道・下水道設備等の計画的な更新の実施 

５．生活基盤 
状況 

（公共公益施設） 
〇玉名地区、岱明地区、横島地区、天水地区それぞれに主要施設

が⽴地 
 →玉名地区においては、用途地域内を中心に主要な施設が⽴地 
（道路網・公共交通） 
〇九州新幹線が市域を横断しており、新玉名駅が玉名市役所の北

東に位置 
〇国道 208 号、501 号が東⻄方向に通過しており、熊本市〜玉

名市〜⻑洲町、玉東町〜玉名市〜荒尾市を連絡 
（公共交通機関） 
〇JR の主要駅 1 日当たりの乗⾞数は減少傾向 
〇バスの利用者数は減少傾向 
（地価） 
 

� 将来の市に大切な取り組み（※再掲） 
＜道路・交通の整備＞ 
「市街地・集落内における狭い道路の改善」
（第１位、48.3％） 

「市内の各地域を結ぶ県道、市道などの域内
主要道路の整備」 

（第 2 位、36.8％） 

■ バス路線網等の維持再編、公共交通不
便地域の解消、既存の公共交通の利便
性の向上、公共交通の利用促進 

【第２次総合計画】 
■ ⽣活道路網の整備【第 2 次総合計画】 
■ ⾼齢者等自家用⾞を運転しない⼈の

移動⼿段確保が必要【⽴地適正化計
画】 

■ 公共交通の利便性向上や利⽤者意識の改善
など、新たな取組が必要 
� 公共交通の生産性向上（公共交通のあり方や

ライフスタイルに合わせた路線の⾒直し等） 
 

■ 幹線道路や生活道路の整備が必要 
� 誰にとっても歩きやすい道の整備 

６．その他 

（既往災害状況） 
〇唐⼈川周辺において、水害が多く発⽣ 
◯建物⽕災は年平均で約５件発⽣ 
（浸水想定区域） 
〇菊池川周辺と南側⼀帯が浸水想定区域 
（⼟砂災害警戒区域） 
〇⼟砂災害警戒区域は、天水地区と玉名地区の⼭間部に集中 
（景観要素） 
 
（文化財） 
〇文化財は指定・登録併せて 161 件指定（自然や歴史など多岐

にわたる文化財が指定） 
（拠点性の把握） 
〇玉名市役所、横島支所周辺、天水支所周辺に生活利便施設の集 
 積（拠点性）がみられる 
（都市構造比較） 
〇日常⽣活サービス圏の徒歩圏充⾜率が⾼い 
〇「医療施設の徒歩圏⼈⼝密度」など将来的に偏差値 50 を下回
る⾒込み 

� 将来の市に重要だと思う施策 
＜防災＞ 
「治水・治⼭などの防災対策強化」（第 1 位、
49.8％） 

「避難地・避難路の確保」（第 2 位、49.3％） 
 
＜街並み・景観＞ 
「市街地、駅前などでの賑わいのある景観づ 

くり」（第 1 位、39.6％） 
「⽥園や⾥⼭と調和した、のどかな景観づく 
 り」（第 2 位、34.6％） 
「各地域特有の⽣活文化を活かした景観づ 

くり」（第 3 位、32.5％） 
 

 

■ 防災体制の強化（『玉名市地域防災計
画』の定期⾒直し等）、治⼭・治水の強
化 等【第２次総合計画】 

■ 戦略的な景観づくり、景観まちづくり
に取り組む担い⼿づくり、景観に対す
る意識づくり【第２次総合計画】 

■ 都市機能利便性の⾼いエリアへの⼈
⼝集積による機能維持・向上が必要 
（再掲）【⽴地適正化計画】 

■ ⼈⼝誘導を図るべきエリアへの都市
基盤整備が必要【⽴地適正化計画】 

■ 都市基盤の整備されたエリアへの⼈
⼝誘導が必要【⽴地適正化計画】 

■ 災害に備えた都市づくりが必要 
� 治水・治⼭などの防災対策強化 
� 避難所・避難路の整備や防災情報の周知 

■ 生活利便施設の集積（拠点性）に応じた人口
集積が必要 
� 市街地・駅前などでの賑わいのある景観づく

り（拠点エリアの求心⼒向上） 
� 都市基盤の整備されたエリアへの人口誘導 
� ウォーカブルなまちづくりの推進 



 


